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(3)審査及び

選定の手続き

について 

イ 選定評価

委員会 

 

⽒ 名 所 属 等 
阿部 義春 横浜知的障害関連施設

協議会事務局⻑ 
⼩澤 朋⼈ ⼩澤公認会計⼠・税理

⼠ 事 務 所  公 認 会 計
⼠・税理⼠ 

須⼭ 優江 公益社団法⼈横浜市⾝
体障害者団体連合会 

平野 友康 横浜創英⼤学こども教
育学部 講師 

吉原 明⾹ NPO 法⼈ 市⺠セクタ
ーよこはま 

 
 

⽒ 名 所 属 等 
阿部 義春 横浜知的障害関連施設

協議会事務局⻑ 
⼩澤 朋⼈ ⼩澤公認会計⼠・税理

⼠ 事 務 所  公 認 会 計
⼠・税理⼠ 

須⼭ 優江 公益社団法⼈横浜市⾝
体障害者団体連合会 

平野 友康 横浜創英⼤学こども教
育学部 講師 

⼭野上啓⼦ NPO 法⼈ 市⺠セクタ
ーよこはま 

公募要項  

15 ページ 

 

 

評価項目の

表の下、 

※印部分 

※ 財務状況の評価が著しく悪い

場合は、選定から除外する場合が

あります。 

 

 

 

 

 

 

※ 指定候補者及び次点候補者と

なるためには、選定評価委員会の

定める最低基準点（評価基準項目

の合計 200 点満点の６割以上）を

満たすことが必要です。最低基準

に満たない場合は、応募団体が１

団体のみであっても指定候補者

として選定せず、再度公募を行う

場合があります。 

※１ 財務状況の評価が著しく悪

い場合は、選定から除外する場合

があります。 

※２ 各委員が評価基準項目に基

づいて採点し（合計 200 点満点）、 

各委員の採点を合計した点数（総

得点）が最も高い応募団体を指定

候補者、次に点数が高い団体を次

点候補者とします。 

※３ 指定候補者及び次点候補者

となるためには、選定評価委員会

の定める最低基準点（評価基準項

目の合計点（満点 200 点）に、第

２回選定評価委員会出席委員人

数を乗じて算出した点数の６割

以上）を満たすことが必要です。

最低基準に満たない場合は、応募

団体が１団体のみであっても指

定候補者として選定せず、再度公

募を行う場合があります。 

 


